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E パターン
本文 =14.5Q　字間＝ 0.5H 行間＝ 8.32 H □段落 =18w × 37l（段間 =13mm）

□地柱 12Q 　文字アミ 80%
天＝ 25mm　　地＝ 23mm　　
ノド＝ 18mm　　小口＝ 16mm　
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１．�実務上どのような論点が課題と
なるか

（１）税務処理の現場では
税務処理を行う場合でも、指針が明確
に明示されていないようなものがありま
す。租税法律主義とはいうものの、実務
の詳細にわたる部分までは法律だけでは
なく、政省令や国税庁から発遣される通
達、情報、質疑応答事例、課税庁に属す
る者の論文等、様々な媒体から実務が修
練されていくことが少なくありません。
平成 19 年度税制改正において、新信

託法への対応がなされましたが、当時の
大改正からはあまり指針のようなものが
追加で示されていません。平成 19 年の
信託法の改正まで、信託の利用はほとん
ど商事信託でしたが、新しい信託法にな
り、最近では一般社会においても家族信
託の普及は進んできています。しかし、
家族信託を実務で利用する場合でも、税
務上明確には指針が示されていない箇所

がいくつか存在します。相続税法の規定
における債務控除に関しても実務家は手
探りで進めているという部分がありま
す。
（２）典型的な事例
相続税対策として、借入金をして建物

を建築すれば相続税の節税が可能である
として、相続税対策が多く進められてい
ます。個人が不動産を取得した時は、一
般には賃貸不動産を取得したことにより
相続税評価額は債務のほうが大きくなり
ます。相続税対策として借入金で賃貸不
動産を取得して相続財産を圧縮すること
が目的です。
＜通常のケース＞

（相続税評価額） 賃貸土地
建物 その他の財産

（債務控除） 借入金　債務

＊�賃貸土地建物から引き切れない借入金はそ
の他の財産から債務控除できる。

委託者兼受益者に相続が発生
した場合の債務控除

国税専門官として税務調査に従事後、大手監査法人にて法定監査・株式公開のバックア
ップに従事。この頃から事業承継対策を専門とする。平成元年成田公認会計士事務所を
設立。2011年税理士法人おおたかを設立、代表社員に就任、現在特別顧問。公認会計士、
税理士、行政書士。

知っておきたい家族信託の税務連載！
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天＝ 25mm　　地＝ 23mm　　
ノド＝ 18mm　　小口＝ 16mm　

このような実務は一般的であり、相続
税の課税実務でも認容されています。
しかし、賃貸不動産が信託受益権であ

る場合にも同じように考えてよいのかが
問題となります。
＜信託受益権のケース＞

信託賃貸
土地建物

信託財産
以外の財産

点線内
信託受益権
の評価 

借入金債務

＊�信託財産賃貸土地建物から引き切れない借
入金はその他の財産から債務控除できる。

（３）税理士の見解
借入金債務が信託財産責任負担債務で

ある場合でも、被相続人の固有の財産か
ら債務控除が可能なのか、そもそも借入
金そのものは信託することができないの
で、借入金債務は信託外にしておかない
と債務控除ができないのではないか、と
いう論点があります。
専門家、特に税理士との協業にあたる

ケースでは、より税理士は慎重に回答す
ることになります。受託者に対する融資
なのか、信託内の借入なのか、受託者が
信託事務として借り入れた融資が、受益
者への融資とされるにはどのような手続
きが必要となるのか、たいへん重要な論
点が存在しています。
金融機関から債務引受や債務保証を要

求される場合があり、どこまで対応が必
要か難しい問題です。
（４）受託者個人の借入金
受託者への融資が、受託者個人への融
資であれば、税務上も借入債務が受益者
に帰属することはありません。受託者と

して信託内借入であれば受益者の債務と
して債務を認識することになりますが、
信託財産責任負担債務になるためには、
受託者の権限内かつ信託財産に帰属させ
る意思が受託者において存在すれば足り
る（信託法 21 条１項５号）はずです。
融資契約において、受益者への融資で

ある旨や、借入が受託者であることを明
示する必要がどこまであるか、また、信
託契約の中に「受託者は受益者のために
信託財産を担保提供して銀行から融資を
受けることができる」旨の条項がある信
託契約書においても、「借入者＝受託者
個人」ということにはならず、その他に
ローン契約書で手当をするところまでが
必要であるのか、そして信託契約上の受
託者が借入者となるだけでは不足なの
か、別途の契約が必要なのか…などの検
討が必要となります。
（５）債務の確実性と債務控除
信託が終了していない場合において

は、被相続人＝委託者＝当初受益者の自
益信託で開始した信託において当初受益
者の相続開始により、相続人が第２次受
益者となった場合、第２次受益者は相続
税法９条の２第２項、第６項により、負
債を承継したものとみなされます。負債
を承継したものとみなされることから、
当初受益者が第２次受益者にとっての被
相続人であれば、負債は当初受益者から
相続人に承継されたこととなり、「被相
続人の債務」として債務控除されます。
では、信託の終了時においてはどうで

しょうか。信託法 177 条に受託者の職務
として、「残余財産」の算出順序を定め
ています。また、信託法 183 条の１項で
は、帰属権利者が残余財産の給付に係る
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債権を取得すると定め、別段の定めを認
めているということは、信託行為による
別段の定めで、現物と債務引受を記載す
ることは認められるということではない
かと思われます。
解釈通達上は何も定められていません

が、信託契約書に別段の定めを置けば、
税務上も債務引受を認め、被相続人の債
務控除ができるのではないか、とも思わ
れます。

２．債務引受について

（１）債務引受の内容
債務引受は、債務者が負担する債務と
同一の内容の債務を契約によって第三者
が負担する制度で、新たに債務を負担す
る第三者を「引受人」と呼び、債務引受
には、「併存的債務引受」と「免責的債
務引受」があります。
「併存的債務引受」の場合、引受人が
債務を負担した後も、元の債務者は引き
続き債務を負担します。これに対し、「免
責的債務引受」の場合、引受人が債務を
負担した後、元の債務者は免責され、債
務を負担しません。
（２）併存的債務引受
併存的債務引受は、①債権者・債務者・
引受人の三者契約、②引受人と債権者の
契約（民法 470 条２項）、または、③引受
人と債務者との契約（同条３項前段）によ
って成立します。
なお、②の場合、「判例では（大判大正

15 年３月 25 日民集５巻 219 頁）債務者の意
思に反する保証が認められるところ、併
存的債務引受は、債権の履行を確保する
という点において、保証と同様の機能を
有することから、債務者の意思に反する

併存的債務引受も認められるとしてい
る」（民法改正部会資料 38）という見解が
あります。
①と②の場合、債務引受の効力は契約

時に発生するのに対し、③の場合には、
債権者の承諾の時点で効力が発生します
（同条３項後段）。
（３）免責的債務引受
免責的債務引受は、①債権者・債務者・

引受人の三者契約によるほか、②債権者
と引受人との二者間の契約によってもす
ることができ（民法 472 条２項）、または
③債務者と引受人となる者が契約をし、
債権者が引受人となる者への承諾によっ
て成立します（同条３項前段）。
①の場合、契約時に効力が発生します。

②の場合、債権者が債務者に「契約をし
た」旨を通知しなければ効力を生じませ
ん（同条２項）。すなわち、債権者による
通知時が効力発生時となります。通知人
の主体が債権者とされており、引受人が
債務者に通知しても効力は生じない点に
留意が必要です。
③の場合、債権者の承諾が必要になり

ます（同条３項）。効力発生時は、債権者
の承諾が引受人に到達した時です。

３．�相続における債務について税務
に関する取扱い

（１）債務控除の取扱い
相続における相続財産から控除する債

務は、「相続開始の際に現に存するもの」
であり、控除するべき債務金額は「確実
と認められるもの」に限られています（相
続税法 13、14 条）。相続税法 14 条１項の
債務の確実性とは、債務が存在し、履行
が確実と認められる債務をいうと解され
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ており、金融機関から融資を受けた場合
には、債務の存在も履行の確実性も債務
控除は可能です。
（２）「相続開始の際現に存する」の意義
控除される債務は、相続開始の際に現
に存する被相続人の債務です。「現に存
する」とは現に債務が発生していること
を意味し、したがって、履行期が到来し
ているか否かは問われません。被相続人
の贈与で履行されていないもののような
贈与の義務も含まれます（相続税法 13 条
２項４号）。
（３）「確実と認められるもの」の意義
債務控除の対象となる債務は確実と認
められるものに限られます（相続税法 14
条１項）。どのような債務を「確実と認め
られる債務」と認めるかについては、債
務の存在のみならず履行が確実と認めら
れる債務をいうものと解されています
（平成 30 年 12 月改訂　相続税法基本通達逐条

解説　大蔵財務協会）。債務が確実である
かどうかについては、必ずしも書面の証
拠があることを必要としないものとして
います（相続税法基本通達 14- １）。
なお、債務の金額が確定していなくて

も当該債務の存在が確実と認められるも
のについては、相続開始当時の現況によ
って確実と認められる範囲の金額だけを
控除するものとされます。
（４）保証債務
保証債務は、原則として債務控除の対
象とされません（相続税法基本通達 14- ３
（１））。その理由は、相続された保証債
務は、「将来現実にその履行義務が発生
するか否かは不確実であり、仮に将来そ
の保証債務を履行した場合でも、法律上
は、その保証債務の履行は求償権の行使

によって補てんされるから、確実な債務
とはいいがたい」（平成 30 年 12 月改訂　相
続税法基本通達逐条解説　大蔵財務協会）と
されるからです。
しかしながら、相続開始の現況におい

て、主たる債務者が弁済不能の状態にあ
るため、保証債務がその債務を履行しな
ければならない場合で、かつ、主たる債
務者に求償して返還を受ける見込みがな
い場合には、主たる債務者が弁済不能の
部分の金額は、保証債務者の債務として
控除することが認められています（相続
税法基本通達 14- ３（１）ただし書）。
（５）連帯債務
連帯債務では各債務者はその債務の全

額に対し債務の負担を負いますが（民法
432）、一人が全額を弁済した場合または
自己の財産をもって共同の免責を得た時
は、他の連帯債務者に対してその負担す
べき金額の弁済を求めることができます
（民法 442）。
連帯債務者の一部の者は、債権者から

債務額の全額や大部分を請求されても、
これを拒むことができません。しかし、
連帯債務者の相互間では、その連帯債務
について債務者各人ごとの債務を負担す
べき割合を取り決めることができ、この
債務負担割合を「負担部分」といいます。
負担部分は、これをもって債権者に対抗
することはできませんが、債務者間では
拘束力を生じ、この負担部分を超える弁
済をした場合には、この負担部分に基づ
いて求償権の価額を算定して、他の連帯
債務者に求償することができます。
したがって、被相続人の債務が連帯債

務としての債務であっても、被相続人の
負担部分に相当する部分は、その債務金
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額が定まっているものとして、債務控除
の対象となります。
連帯債務者間の負担割合は当該契約時

に定められますが、契約時に定めがない
場合は、その利益を受けた割合により、
これによっても定まらない場合は均等の
割合によります。
なお、連帯債務者の中に償還をする資

力のない者があるときは、その償還をす
ることができない部分は、求償者および
他の資力のある者の間で、各自の負担部
分に応じて分割して負担することとなっ
ています。
以上をまとめると、複数の連帯債務者

がいる場合、連帯債務者間の負担割合が
判定できるため、以下のように債務控除
できます（相続税法基本通達 14- ３（２））。
①�　債務控除を受けようとする者の負担
部分が明らかとなっている場合、その
負担金額を控除できます。

②�　他の連帯債務者の負担すべき債務に
ついても、次の事実が認められる場合
には、その金額についても控除するこ
とができます。
ア�　連帯債務者のうちに弁済不能の状
態にある者がある

イ�　求償して弁済を受ける見込みがな
い

ウ�　当該弁済不能者の負担部分をも負
担しなければならないと認められる

（６）受益者等課税信託の場合
被相続人＝委託者＝当初受益者の自益

信託で開始した信託において、信託が終
了していない場合には、当初受益者の相
続開始により、相続人が第２次受益者と
なった場合、第２次受益者は相続税法９
条の２第２項、第６項により、負債を承

継したものとみなされます。相続人が負
債を承継したものとみなされることか
ら、当初受益者が第２次受益者にとって
の被相続人であれば、負債は当初受益者
たる相続人に承継されたこととなり、「被
相続人の債務」として債務控除されま
す。

４．平成 18年信託法改正前の取扱い

平成 18 年の信託法改正前の昭和 61 年
７月９日、国税庁より「土地信託に関す
る所得税、法人税並びに相続税及び贈与
税の取扱いについて」（通称土地信託通
達）が発遣されました。この通達により、
土地信託に係る信託財産に帰属する債務
がある場合には、信託受益権を取得した
者の相続税の課税価格の計算上、相続税
法 13 条および 14 条の規定を適用すると
され、信託財産に帰属する債務とは、そ
の信託財産の取得、管理、運用または処
分に関して受託者が負担した債務および
受益者が支払うべき一定の信託報酬をい
うこととし、信託財産に帰属する債務が
同法 14 条１項の「確実と認められるも
の」であるかどうかは、その信託受益権
を相続または遺贈により取得した時の現
況によって判定するとされていました
（土地信託通達４－２直審５－６昭和 61 年７

月９日）。

５．平成 18年信託法改正後の取扱い

（１）信託の効力が生じた場合に異動が
生じた場合
受益者等の存する信託について、適正

な対価を負担せずに新たに当該信託の受
益者等が存するに至った場合（第４項の
規定の適用がある場合を除く）には、当
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該受益者等が存するに至った時におい
て、当該信託の受益者等となる者は、当
該信託に関する権利を当該信託の受益者
等であった者から贈与（当該受益者等で
あった者の死亡に基因して受益者等が存
するに至った場合には、遺贈）により取
得したものとみなされます（相続税法９
条の２第２項）。
そして信託に関する権利または利益を

贈与または遺贈により取得したものとみ
なされた場合において、その信託に関す
る権利または利益を取得した者は、その
信託に係る信託財産に属する資産および
負債を取得し、または承継したものとみ
なされ、相続税法の規定が適用される旨
の規定が新設されました（相続税法９条の
２第６項）。従来は、一定の土地信託につ
いて同様の取扱いとされていましたが、
この規定の新設により、この取扱いが土
地以外の資産にも拡充されることとな
り、信託に関する権利または利益と信託
財産との関係の明確化が図られました。
平成 19 年度税制改正により、相続税

法９条の２第６項が新設されたことによ
り上記土地信託に対する取扱いが土地以
外の資産にも拡充されることとなり、信
託に関する権利または利益と信託財産と
の関係の明確化が図られ、土地信託通達
は新信託法の施行の日をもって廃止され
ました（課審１－ 16 他平成 19 年６月 22 日）。
（２）相続により信託が終了した場合
受益者等の存する信託が終了した場
合、適正な対価を負担せずにその信託の
残余財産の給付を受けるべき者（帰属す
べき者を含む）となった場合において、
その信託の残余財産の給付を受けるべき
者となった時において、その信託の残余

財産の給付を受けるべき者は、その信託
の残余財産をその信託の受益者等から贈
与により取得したものとみなされ、贈与
税が課税されることになります。ただ
し、その信託の受益者等の死亡に基因し
てその信託が終了した場合には、遺贈に
より取得したものとみなされ、相続税が
課税されることになります（相続税法９
条の２第４項）。

６．�相続税法９条の２第４項の解釈
（受益者等の存する信託が終了した
時に贈与又は遺贈により取得したも
のとみなす場合）

（１）内　容
相続税法９条の２第４項では適正な対

価を負担せずにその信託の残余財産の給
付を受けるべき者（帰属すべき者を含
む。以下において同じ）となった場合に
おいて、その信託の残余財産の給付を受
けるべき者となった時において、その信
託の残余財産の給付を受けるべき者は、
その信託の残余財産をその信託の受益者
等から贈与により取得したものとみなさ
れ、贈与税が課税されることになり、そ
の信託の受益者等の死亡に基因してその
信託が終了した場合には、遺贈により取
得したものとみなされ、相続税が課税さ
れます。
相続税法９条１項が信託の効力発生時

における課税規定、本条２項および３項
が信託期間中における課税規定であり、
本項は信託の終了時における課税規定と
なっています。そして、６項では４項に
ついては触れずに、１項から３項までを
準用しており、４項は準用されていませ
ん。
同項は信託財産であった財産を遺贈に
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より取得したとみなしているのではな
く、「残余財産」を遺贈により取得した
とみなしています。信託法上「残余財産」
は、清算受託者が信託債権に係る債務・
受益債権に係る債務の弁済をした後に残
った財産です（信託法 177 条、181 条）から、
債務は差し引かれています。
これは信託法が終了時には清算受託者

による清算が行われることを前提とした
規定しか置いておらず、家族信託によく
みられる現状有姿での権利義務承継とい
うことを想定していないため、相続税法
もそれにならい、信託終了時の規定を置
いたものと思われます。
「清算では、信託財産と信託の債務と
の差し引きが最低ゼロで、通常はプラス
が残ることが想定されている。そうでな
いとすれば、清算ではなく破産のほうに
いくべきである〔藤田友敬発言〕（能見　
信託法セミナー（９）64 頁）。」であり、
債務超過の場合には破産手続きへと移行
されます。
（２）適用を受ける者
相続税法９条の２第４項の規定の適用
を受ける者とは、信託の残余財産受益者
等に限らず、当該信託の終了により適正
な対価を負担せずに当該信託の残余財産
（当該信託の終了直前においてその者が
当該信託の受益者等であった場合には、
当該受益者等として有していた信託に関
する権利に相当するものを除く）の給付
を受けるべきまたは帰属すべき者となる
者が該当します（相続税法基本通達９の２-
５）。

７．�債務控除の適用にあたっての留
意点

（１）終了時の取扱い
相続税法９条の２の解釈上、信託終了

時における帰属権利者の債務控除の適用
について必ずしも明確ではありません。
土地信託に関する個別通達が廃止され
て、土地以外の資産にも対象が拡充され
相続税法９条の２第６項が新設されまし
たが、第２項では、信託終了時の取扱い
である第４項は除かれています。
（２）信託財産責任負担債務の承継
信託法上には、信託財産責任負担債務

を帰属権利者に承継することができると
いう規定は存在しません。残余財産は、
信託財産中、そこから信託財産責任負担
債務のうち信託債権に係る債務と残余財
産の給付以外の受益債権に係る債務を弁
済した後、残る財産を意味します。なお、
信託財産は積極財産のみを指し、消極財
産は含まれません。
しかし、例えば、残余財産の受益者ま

たは帰属権利者が、信託財産責任負担債
務の一切を包括的に引き受けるといった
取決めも可能であり、信託法 181 条がそ
のような関係者の合意による処理を排除
するものではない（『条解　信託法』道垣内
弘人著・786 頁）、という考え方があります。
これに関しては、立法担当者からも以

下のような解説がなされています。
「なお、信託法部会においては、例えば、
不動産流動化のための信託では、信託の
終了（信託財産である不動産の売却によ
る信託の終了の場合を除く。）に当たっ
て、清算手続を経ることなく、信託財産
である不動産を、これに関するすべての
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契約関係、債権債務とともに現状のまま
で帰属権利者に引き渡すと定めるのが一
般的であるとの指摘があった。この点に
ついては、信託スキームの関係当事者全
員が合意しているのであれば、本条（177
条）や第 181 条の規定とは異なる処理の
仕方も認められるものと解される」（『新
しい信託法』（増補版）寺本昌広著・376 頁）。
信託の清算受託者は、信託債務がある

場合は、信託債務を弁済した後でなけれ
ば、残余財産の給付または帰属を行うこ
とができませんが、これらの者が信託債
務を肩代わりすれば、残余財産の給付ま
たは帰属を行うことができると思われま
す。なお、債務の肩代わり、求償権の取
得は課税時点以降に行われるので、相続
開始時の債務となり、相続税の計算上も
債務控除が可能ではないかという考え方
もあります。
しかしながら現時点では、残念なこと

に上記は法務省の正式な見解ではなく、
国税当局からは債務控除が可能という回
答はなされていないという現実がありま
す。
では実務ではどう対応すればよいの

か。以下の（３）（４）の対応が必要にな
ると考えられます。
（３）受益者連続型信託とするという工夫
当初受益者の死亡を原因とする信託終

了ではなく、受益者連続型信託として、
いったん第２次受益者を介してからの信
託終了とすれば、当初受益者からの受益
者変更の段階で相続税法９条の２第２項
が適用されるため第６項の規定には当て
はまることになります。このようなスキ
ームにしておけば債務控除の適用上は確
実であると思われます。

（４）委託者の債務として残す
信託は終了させ、相続税法による債務

控除の確実な方法をとるのであれば、委
託者が金融機関の融資の債務者となり、
借入を起こした後に建物・土地を次の世
代に信託譲渡し、管理を継続していく方
法により債務者は委託者のまま残りま
す。いわゆる管理信託となるわけです。
この場合は、債務の名義も委託者であ
り、返済の実態も委託者の口座から行わ
れることになります。
このように委託者に債務を残したまま

信託を終了させることにより債務の所在
は被相続人になりますので、債務控除は
確実となります。
（５）債務超過部分の私見
遺贈を受けた信託資産から、信託債務

を控除できるかについては、上記の論点
はありますが、負担付遺贈とみなして信
託資産額を限度に控除することは可能で
あると考えます。しかし、今後の実務に
より現段階では明確な判断はむずかしい
のでしょう。
一方、債務控除できなかった超過額は

控除できないと考えられます。債務負担
者が死亡受益者の相続人で、信託財産以
外の死亡受益者の財産を相続した場合に
おいて、この超過債務をその相続財産か
ら控除することに対しては、死亡受益者
債務は死亡時点の直接の確実な債務では
ないので、控除できないのではないかと
思われます。
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